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○加須市住みよいまちづくり指導要綱 

平成２３年３月３１日告示第９９号 

改正  平成２３年６月１日告示第１６９号 

平成２５年３月２９日告示第８３号 

平成２７年１月１３日告示第１１号 

平成２８年３月２４日告示第９７号 

平成２９年３月１７日告示第１０１号 

平成３０年３月２２日告示第７８号 

平成３１年３月１４日告示第７４号 

令和２年３月１８日告示第７９号 

令和３年３月１６日告示第７６号 

令和４年３月２９日告示第１３０号 

令和５年３月３１日告示第１３４号 

令和６年３月２９日告示第１２８号 

令和７年６月２７日告示第２１９号 

加須市住みよいまちづくり指導要綱（平成２３年加須市告示第９９号）の一部を改正す

る。 

目次 

第１章 総則（第１条―第９条） 

第２章 公共施設等の整備（第１０条―第１９条） 

第３章 中高層建築物等（第２０条・第２１条） 

第４章 公益施設の整備（第２２条・第２３条） 

第５章 一般事項（第２４条―第３３条） 

第６章 雑則（第３４条―第３８条） 

附則 

第１章 総則 

（目的） 

第１条 この要綱は、本市内で行われる開発行為等について必要な事項を定めることによ

り、市の将来都市像の実現を目指し、建築主その他の関係者の理解と協力のもとに計画
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的で秩序ある市街地の整備の推進を図り、もって市民に愛されるまちづくりに寄与する

ことを目的とする。 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１） 開発行為等 次に掲げる行為の総称をいう。 

ア 開発行為 主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う

土地の区画形質の変更をいう。 

イ 建築行為 建築物の新築、改築、増築及び移転をいう。 

（２） 事業者 開発行為等を行う者をいう。 

（３） 公共施設 道路、公園、緑地、広場、河川、水路、調整池、上水道、下水道、

消防の用に供する貯水施設その他公共の用に供する施設をいう。 

（４） 公益施設 教育、文化、医療、官公庁その他居住者の共同の福祉及び利便のた

めに供する施設をいう。 

（５） 大規模開発行為等 次に掲げる開発行為等をいう。 

ア 開発行為等に係る区域（以下「開発区域」という。）の面積が１ヘクタール以上

のもの 

イ 隣接地又は近隣地と一体性及び一連性を有するおそれがあると認められる開発行

為等で、それらの土地と開発区域の合計面積が１ヘクタール以上のもの 

ウ 加須市総合振興計画、加須市の都市計画（都市計画区域の整備、開発及び保全の

方針、区域区分、地域地区、都市施設、地区計画、都市計画事業等をいう。）その

他の計画等に適合しないおそれがあると認められる開発行為等 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、次に掲げる開発行為等を行おうとする場合に適用する。 

（１） 市街化区域内において行う開発区域の面積（隣接地又は近隣地と一体性及び一

連性を有するおそれがあると認められる開発区域の面積を含む。以下同じ。）が５０

０平方メートル以上の開発行為等 

（２） 市街化調整区域内において行う開発行為等 

（３） 非線引き都市計画区域内において行う開発区域の面積が３，０００平方メート
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ル以上の開発行為等 

（４） 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４２条第１項ただし書又は第４３

条第１項の規定による許可を要する場合 

（５） 開発区域における計画戸数が８戸以上の開発行為等 

（６） 消防法（昭和２３年法律第１８６号）の規定に基づく消防水利の基準（昭和３

９年消防庁告示第７号）に該当する建築行為 

（７） 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱（昭和５３年１０月７日

施行）に該当する建築行為 

（８） その他市長が特に必要と認めた開発行為等 

２ 前項の規定にかかわらず、都市計画事業及び公共公益事業として行う開発行為等につ

いても、この要綱の規定を適用することができる。 

（適用除外） 

第４条 前条の規定にかかわらず、次に掲げる開発行為等を行おうとする場合は、この要

綱は、適用しない。 

（１） 自己の居住の用に供する住宅に係る開発行為等 

（２） 農家用住宅及びその附帯施設並びに農業用施設に係る開発行為等（畜産類似業

の用に供される開発行為等を除く。） 

（３） 兼用住宅（建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）別表第２（い）の項第２

号及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）第１３０条の３に規定するも

のをいう。）に係る開発行為等 

（４） 仮設建築物（建築基準法第８５条第１項、第２項及び第５項に規定するものを

いう。）に係る開発行為等 

（５） 主たる建築物の附帯施設の改築、増築及び移転に係る開発行為等 

（６） 都市計画法第４２条第１項ただし書又は第４３条第１項の規定による許可を受

けた建築物の用途変更で建築行為を伴わないもの 

（７） その他市長が認める開発行為等 

（事前協議） 

第５条 事業者は、開発行為等を行うに当たって、市街化区域内及び非線引き都市計画区

域内においては都市計画法第３３条第１項第１号から第１０号まで、市街化調整区域内
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においては同法第３３条第１項第１号から第１０号まで及び第３４条各号に掲げる基準

に該当する見込みがあると市長が認めた場合は、次に掲げる区分に応じ、事前に規模、

構造その他必要な事項について市と協議をするものとする。 

（１） １ヘクタール未満の場合 

ア 事業者は、開発行為等事前協議申請書（様式第１号）に必要な書類を添えて市長

に提出するものとする。これを変更するときも、同様とする。 

イ 事業者は、事前協議に市長が必要と認める部数の資料を提出するものとする。 

（２） １ヘクタール以上の場合 

ア 事業者は、大規模開発行為等事前協議申請書（様式第２号）に必要な書類を添え

て市長に提出するものとする。これを変更するときも、同様とする。 

イ 市長は、必要に応じて庁内の調整会議を開催するものとする。 

ウ 事業者及び関係者は、調整会議を開催する場合は、市長の要請により事業計画等

を説明するものとする。 

エ 事業者は、事前協議又は調整会議に市長が必要と認める部数の資料を提出するも

のとする。 

２ 市長は、前項に規定する申請書類を審査し、その結果を速やかに事業者に通知するも

のとする。この場合において、通知の有効期間は、通知をした日から１年間とする。 

３ 事業者は、前項の通知の内容に従い、公共施設の管理者と計画の調整を行った後、都

市計画法の規定に基づく開発許可等の手続を行うものとする。 

４ 事業者は、第１項の規定による申請を取り下げようとする場合は、事前協議申請取下

書（様式第３号）を市長に提出するものとする。 

（協議基準） 

第６条 事業者は、開発行為等に係る計画の策定及び実施に当たっては、関係法令を遵守

するとともに、この要綱の規定に適合させるものとする。 

２ 事業者は、前項の計画の策定及び実施に当たっては、高齢者、障害者等の自立した日

常生活及び社会生活を確保することに配慮するものとする。 

（既存計画等との調整） 

第７条 事業者は、開発行為等を行う場合は、加須市総合振興計画、病院を核とした加須

駅周辺の新たなまちづくり構想、加須市の都市計画その他の既存計画等に適合させ、支
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障を来さないよう調整するものとする。 

（公共施設等の帰属） 

第８条 開発行為等により必要となる公共施設等は、事業者の負担により施工し、自ら管

理するものを除き、市に無償で帰属するものとする。 

２ 市に帰属し、又は無償譲渡する土地は、事業者の責任において分筆登記を行い、当該

土地に所有権以外の権利が存するものについては、その権利を抹消するとともに、土地

所有権移転登記嘱託申請書に必要な書類を添付し、市長に提出するものとする。 

（公共施設等の管理） 

第９条 公共施設等の維持管理は、原則として市が行うものとする。ただし、公共施設等

に瑕疵
か し

があった場合の補修等については、その引渡し後２年間は事業者が行うものとす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、道路については、原則として引渡し後２年間はその掘削等

を認めないものとする。 

第２章 公共施設等の整備 

 （道路） 

第１０条 開発区域内に存し、又は開発区域に接する道路（以下「既存道路」という。）

及び開発行為等に伴い新規に整備する道路（以下「新設道路」という。）は、市及び埼

玉県の道路整備計画と整合を図るものとする。 

２ 道路の整備等に関する基準については、加須市が管理する市道の構造等に関する基準

に関する条例（平成２５年加須市条例第１５号）その他道路の整備等について定める基

準等（以下「整備基準等」という。）のほか、次に定めるところによるものとする。 

 （１） 新設道路の幅員は、原則として６メートル以上とし、通り抜けが可能であるこ

と。 

 （２） 既存道路のうち、建築基準法第４２条第２項に規定する道路以外の道路につい

ては、同項の規定に準じた後退をすることについて市と協議するものとすること。 

 （３） 新設道路を市へ帰属しようとするときは、その接続する市道の一路線以上は幅

員４メートル以上の通り抜け可能な道路とし、それ以外の接続道路については幅員

４メートル以上の通り抜け可能な市道又は建築基準法第４２条第２項に規定する道

路である市道とすること。ただし、袋路状道路、避難通路等については、帰属を受
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けないものとする。 

 （４） 事業者は、新設道路及び既存道路への接続等の計画について、近隣住民及び地

元自治会代表者に十分な説明を行うこととし、事業実施に伴い苦情が生じたときは

当該苦情の処理を行い、損害が生じたときは賠償の責めを負うものとすること。 

 （５） 道路等の官民境界を確定すること。 

 （６） 新設道路又は既存道路が交差し、又は接続する箇所には、３ｍ以上の隅切りを

設けること。ただし、道路の状況等により、整備基準等によることが適当であると

認められる場合は、この限りでない。 

 （７） 新設道路及び既存道路の交差点間隔は１０メートル以上とし、道路の交差角は

原則として９０度とすること。 

 （８） 新設道路及び既存道路内には、電柱等の通行に支障となる施設を設けないこ

と。 

 （９） 新設道路が既設の橋りょうに接続する場合は、市と事前に調整を図り、適切な

改修をすること。 

 （１０） 新設道路の計画高については、事前に現地調査を行い、接続する既存道路及

び開発区域の隣接地の従前の機能に支障を来さないよう計画することとし、隣接し

て水路、河川等が存する場合は、計画高水位を確認し、降雨時に道路冠水を起こさ

ないよう計画すること。この場合において、計画縦横断図等（排水計画が詳細に確

認できる既存道路及び隣接地並びに隣接する水路、河川等の図面を含む。）を添付

するものとする。 

 （１１） 新設道路の縦断及び排水施設の勾配は、０.５パーセント以上とし、完備され

た流末施設へ自然流下により排水させること。ただし、既存道路との接続において、

やむを得ない場合の最大勾配は５パーセントとする。 

 （１２） 新設道路の横断勾配は、道路中心線から両側に１.５パーセントとするこ

と。 

 （１３） 新設道路及び既存道路への土砂等の流出及び湛
たん

水等を防止するため、必要な

措置を講ずること。 

 （１４） 切土、盛土等をすることにより、隣接地との高低差が生ずる場合は、新設道

路及び既存道路の崩壊を防止するために擁壁を設置し、かつ、車両等の転落防止の



7 

ために車両用防護柵（ガードレール、ガードパイプ等）を設置すること。この場合

において、使用する構造物等の詳細図面を添付するものとする。 

 （１５） 新設道路の車道の一般的な舗装構造は、下層路盤、上層路盤及び表層により

構成するものとし、舗装に使用する材料及び厚さは、次の表を標準とすること。た

だし、次のいずれかに該当するときは、この限りでない。 

ア 軟弱な路床において、必要に応じて地質調査等を実施し、適切な路床改良を行っ

たとき。 

イ 現地を掘削し、次の表に定める標準組成を超えて施工してある場合において、該

当組成に合わせたとき。 

 

構造区分 厚さ 材料 

表層 ５cm 再生密粒度アスファルトコンクリート１３－５０ 

上層路盤 １５cm 再生粒度調整砕石ＲＭ４０ 

下層路盤 １９cm 再生切込砕石ＲＣ４０ 

注）路床の設計CBRを３とした場合の数値である。 

 （１６） 新設道路の構造等は、次のとおりとすること。この場合において、使用する

構造物等の詳細図面を添付するものとする。 

ア 両側には、車道用の長尺Ｕ型側溝を設け、完備された流末施設に接続させるこ

と。 

イ 構造は、３０センチメートル四方以上の断面を有するものとすること。 

ウ 車道用の蓋（Ｔ－２５対応以上）は、手掛け型及び平型の蓋を交互に設置するこ

と。 

エ 蓋を加工して設置する場合は、蓋のかかり部分が３０センチメートル以上とし、

蓋の切断面は防錆
せい

処理を施すこと。 

 （１７） 新設道路及び既存道路を横断する排水施設は、ボックスカルバート形式の３

０センチメートル四方以上の断面を有する構造で、１５センチメートル以上の泥だ

め深さを有する集水桝
ます

を両側に設置することとし、当該集水桝にはノンスリップ型

で細目（網目幅１センチメートル以下とする。）のグレーチング蓋（鎖付きかつＴ

－２５対応以上）を設けること。この場合において、ボックスカルバート上部の舗
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装厚は、５センチメートル以上確保するものとする。 

 （１８） 開発区域に歩道等が接しており、車両の出入口にしようとする箇所に歩道用

側溝が設置されている場合は、車道用側溝、横断用側溝等に設置替えを行うことと

し、出入口については車道乗入部の舗装構造にすること。 

 （１９） その他排水施設の構造等は、市と事前に調整を図ること。 

 （２０） 既存道路と交差し、又は接続する箇所及び開発区域内に設けられる交差点及

び屈折部には、市と事前に調整を図り、路面標示、交通安全施設（道路反射鏡等）

等を設置すること。 

 （２１） 道路境界標は、次の表を標準とし、事業者の負担により準備し、及び設置す

ること。 

境界標の種類 寸法 

コンクリート杭 縦横９cm×長さ６０cm以上 

 （２２） 開発区域内に市道又は法定外道路が存する場合は、他の既存道路及び隣接地

の状況を考慮した上で、払下げ又は付替えを検討すること。 

（水路） 

第１１条 水路は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 水路敷が開発区域内に存する場合は、市と協議し、既存の水路を生かした土地

利用計画とすること。この場合において、市が水路の整備改修が必要と判断したとき

は、市の指示に従い事業者の負担により整備改修をすること。 

（２） 水路敷が開発区域に接する場合は、市と協議し、市が周辺の状況を考慮し、水

路の整備改修が必要と判断したときは、市の指示に従い事業者の負担により整備改修

をすること。 

（３） 市が必要と判断した場合は、計画高に応じた鉄筋コンクリート土留及び危険防

止のためのフェンス等を設置すること。 

（４） 市が水路の整備改修を要しないと判断した場合においても、水路底面の洗掘防

止及び土揚敷等の防草対策としてコンクリートを打設すること。 

（５） 水路の吐口は、放流によって護岸及び河床を損なわない構造とすること。 

（６） 水路に改修計画がある場合は、その計画に適合させ、受益の程度に応じて用地

を提供するとともに費用を負担すること。 
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（汚水及び雑排水） 

第１２条 汚水及び雑排水の排水については、次に定めるところによるものとする。 

（１） 開発区域が、公共下水道事業計画区域内（区域外流入が可能な区域も含む。）

又は加須市農業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例（平成２２年加須市条

例第２０２号）第３条の排水処理区域（以下「排水処理区域」という。）内である場

合は、排水先及び排水方法について市と協議し、これらを決定すること。 

（２） 開発区域に係る水路及び河川に排水放流する場合は、処理施設（合併処理浄化

槽又は終末処理施設をいう。）を設けるとともに、あらかじめ当該水路及び河川を現

地で確認し、その管理者及び関係土地改良区と協議し、所定の手続を行うこととし、

やむを得ず道路側溝等に接続する場合においても、その管理者と協議し、所定の手続

を行うこと。 

（３） 排水施設は、開発区域内から水路、河川又は道路側溝へ放流する場合は、放流

先まで管渠
きょ

等により施工することとし、桝又はマンホールを適切に設置すること。 

（下水道） 

第１３条 下水道施設は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 開発区域が、公共下水道事業計画区域内の場合は、その計画に適合させ、受益

の程度に応じて用地を提供するとともに、費用を負担すること。 

（２） 開発区域が、下水道処理区域内の場合は、汚水管は市の公共下水道管に接続す

ること。 

（３） 開発区域が、公共下水道事業計画区域外にあり、汚水管を市の公共下水道管に

接続しようとする場合は、加須市公共下水道区域外流入規則（平成２２年加須市規則

第１７０号）に基づき、市と事前に協議し、必要な承諾を得ること。 

（４） 排水設備工事は、加須市下水道条例（平成２２年加須市条例第１９５号）第８

条第１項に規定する指定工事店（以下「指定工事店」という。）により施工するもの

とする。 

（農業集落排水） 

第１４条 農業集落排水処理施設（以下「集落排水施設」という。）は、次に定めるとこ

ろによるものとする。 

（１） 開発区域が、排水処理区域内であり、農業集落排水管に接続しようとする場合
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は、市と事前に協議すること。この場合において、集落排水施設の処理能力を超える

おそれがある排水処理区域については、開発行為等による新規接続ができない場合が

あるので事前に市に確認すること。 

（２） 開発区域に集落排水施設を設置する場合は、市とその施設の管理及び帰属等に

ついて協議、承認を得て施工すること。この場合において、設置に要する費用及び加

須市農業集落排水事業受益者分担金の徴収に関する条例第４条に規定する受益者分担

金は、事業者の負担とする。 

 （３） 排水設備工事は、指定工事店により施工するものとする。 

（雨水） 

第１５条 雨水の排水施設は、開発区域の規模、地形等により計画雨水量を有効に処理

できる能力を有する構造とし、放流先の排水能力及び利水の状況等を勘案し、次に定め

るところによるものとする。 

 （１） 雨水の排水は、次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める基準により、開発

区域内で雨水流出抑制施設（浸透施設、貯留施設又は調整池をいい、これらの併用を

含む。）により処理すること。 

  ア 加須地域、騎西地域又は大利根地域のうち開発区域の面積が１，０００平方メー

トル以上１ヘクタール未満の開発行為等 中川・綾瀬川流域水害対策計画（特定都

市河川浸水被害対策法（平成１５年法律第７７号）第４条第１項の規定により定め

られた中川・綾瀬川流域における流域水害対策計画をいう。）に基づき、別表第１

に掲げる基準と同法第３２条の規定による基準とを比較して雨水流出抑制量が大き

い方の基準 

イ 加須地域、騎西地域若しくは大利根地域のうち開発区域の面積が１，０００平方

メートル未満又は北川辺地域のうち開発区域の面積が３，０００平方メートル以上

１ヘクタール未満の開発行為等 別表第１に掲げる基準 

（２） 雨水流出抑制施設の計画、放流先及び放流量は、関係機関と協議し、決定する

こと。 

（３） 雨水流出抑制施設は、汚水が流入しない構造とすること。 

（４） 宅地内の雨水流出抑制施設は、次に定めるところにより設置すること。 

ア 雨水流出抑制施設は、浸透桝、浸透トレンチ、浸透側溝、透水性舗装、空隙貯留

浸透施設等により、地形、地質又は土地利用形態に応じて適切に設置すること。 

イ 将来にわたり施設の機能を確保するために、素堀り又は簡易な囲みのものでない
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こと。 

（５） 雨水流出抑制施設のうち、浸透施設及び貯留施設の維持管理は、原則として所

有者又は事業者が行うこと。ただし、構造等を市と協議した上で、開発区域の面積が

１ヘクタール以上で調整池を設置する場合は、この限りでない。 

（６） 雨水流出抑制施設を駐車場等として多目的な利用を図る場合においては、防災

性及び安全性を考慮して施設を設けるとともに、常時機能保全及び防災対策等につい

ての維持管理をすること。 

（上水道） 

第１６条 上水道施設は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 上水道施設は、開発区域の計画人口及び計画戸数を勘案し、想定需要に支障を

来さないこと。 

（２） 上水道の給水は、直結給水とする。ただし、中高層建築物を建築する場合、一

時に多量の水を必要とする場合及び給水を制限する場合又は配水管の事故等による断

水に際し、一定の給水を持続する必要がある場合には、受水槽を設け、安定した給水

を図ること。 

（３） 上水道施設の工事は、加須市指定給水装置工事事業者により施工すること。 

（４） 給水装置を新設する時は、加入分担金を納付し、完了検査までに水道メーター

を設置すること。 

（５） 上水道施設の構造は、市と事前に協議すること。この場合において、上水道施

設の費用は事業者が負担し、市が必要と認める施設（消火栓、管径５０ミリメートル

以上であり、かつ耐震性能を有する水道管及びその他附属施設をいう。）は、工事の

完了検査の合格後、市に無償で譲渡すること。 

（公園、緑地及び広場） 

第１７条 公園、緑地及び広場（以下「公園等」という。）は、次に定めるところによる

ものとする。 

 （１） 開発区域の面積が、１ヘクタール以上の場合は、別表第２に掲げる開発区域の

面積の区分に応じた面積の公園等を１箇所以上設けるものとし、設置する公園等の

合計面積は、開発区域の面積の３パーセント以上となるよう計画するものとする。 

 （２） 次のいずれかに該当する場合は、帰属を受けないものとする。 
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  ア 開発区域の面積が１ヘクタール未満の場合 

  イ １箇所当たりの公園等の面積（緑地等の面積を除く。）が、３００平方メートル

未満の場合 

  ウ 敷地の形状の短辺が長辺の長さの２分の１以上の矩形となっていない場合 

  エ 道路からの見通しが悪い場合 

２ 公園等の設置箇所及び設置数は、利用者の有効利用が確保され、かつ、災害防止及び

避難活動に適するよう設けるものとする。 

３ 公園の構造及び施設は、都市公園法（昭和３１年法律第７９号）に定めるもののほ

か、次に定めるところによるものとし、公園内に電柱等の構造物を設置する場合は、別

途協議を行うものとする。 

（１） 公園の敷地は、安全領域を考慮して遊戯施設等を配置できる矩形とし、道路に

接するように計画すること。この場合において、公園の出入口は、国道、県道及び交

通量の多い市道に接しない箇所に設けるものとする。 

（２） 公園内は、安全性及び維持管理を考慮したダスト舗装とし、表面は平坦
たん

とする

こと。 

（３） 公園内の雨水を有効に排水するための施設を必要に応じて設けること。 

（４） 公園の周囲は、フェンス等の透視可能なもので囲うこと。この場合において、

フェンス等の高さは、道路面から１．２メートル以上１．５メートル以下とし、基礎

の一部を地上に露出させる構造とする場合は、その基礎の高さを０．６メートル以下

とすること。 

（５） 公園の出入口は、３．０メートル以上４．０メートル以下とし、１．５メート

ル以上の水平部を設け、５パーセント以下の勾配ですり付けをすること。 

（６） 可動式の車止め（施錠できるものに限る。）を設置し、車止め同士又は車止め

と開口部端部との間に、１．２メートル以上の間隔を１箇所以上設けること。 

（７） 植栽、ベンチ、遊戯施設、水飲場その他公園施設については、市及び開発区域

の属する自治会代表者と協議の上、必要と認められる場合は、市の指導に従い設置す

るよう努めること。 

４ 宅地として分譲する開発区域内の公園は、開発区域内の住民が主な利用者であること

を踏まえ、事業者は、分譲に際し、その譲受人に対し公園の維持管理に協力するよう要
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請するものとする。 

（ごみ処理） 

第１８条 ごみ処理は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 戸建住宅又は共同住宅若しくは長屋住宅の計画戸数が８戸以上の開発行為等

は、燃やすごみ集積所を次のとおり設置すること。 

ア 集積所の有効面積は、１戸当たり０．２平方メートル以上とし、計画戸数分のご

みが完全に収納できるようにすること。 

イ 集積所の土地は、ごみ収納かご又は高耐久性ごみ箱を設置できる形状とするこ

と。 

ウ 集積所の床面に勾配をつける等、環境衛生に適した構造とすること。 

エ ごみの飛散防止のためのごみ収納かご又は高耐久性ごみ箱を設置すること。 

オ 市が必要と判断した場合は、鳥獣被害防止のためのネット（フックを含む。）を

設置すること。 

（２） 戸建住宅又は共同住宅若しくは長屋住宅の計画戸数が３０戸以上の開発行為等

は、燃やさないごみ集積所を次のとおり設置すること。 

ア 集積所の有効面積は、１戸当たり０．３平方メートル以上とし、計画戸数分のご

みが完全に収納できるようにすること。 

イ 不適正排出防止のためフェンスを設け、施錠できる構造とし、フェンスの高さは

道路面から２メートルを標準とする。 

（３） 前２号に規定する計画戸数未満の開発行為等において、集積所を設置する場合

又は既存の集積所を利用する場合は、市及び開発区域の属する自治会代表者と協議す

ること。 

（４） 集積所には、排出及び収集の妨げとなる電柱等の構造物を設置しないこと。 

（５） 集積所は、周辺環境及び安全性に考慮した上で、前面が市道に面し、かつ、交

差点付近を避けた場所に設置すること。 

（６） 集積所の設置に関し、開発区域の属する自治会代表者と協議すること。 

（７） 集積所は、事業者又は利用者が維持管理すること。 

（８） 集積所用地の帰属は、市と協議すること。 

２ 住宅以外の建築物から排出される廃棄物は、排出者が責任を持って適正に処理するも
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のとする。この場合において、廃棄物の発生抑制、再利用及び再生利用を促進し、減量

化に努めるものとする。 

３ 建築物を第三者に売却等をする場合は、ごみの適正処理について購入者に十分に説明

するものとする。 

（消防） 

第１９条 消防施設は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 消防施設については、埼玉東部消防組合と協議すること。 

（２） 地上５階以上又は高さ１５メートル以上に床面のある建築物を建築する場合

は、加須市消防車両整備費等の協力寄附金取扱要綱（平成２５年３月２１日市長決

裁）に基づき市と協議すること。 

第３章 中高層建築物等 

（日照） 

第２０条 埼玉県中高層建築物の建築に係る指導等に関する要綱に規定する中高層建築物

を建築しようとする場合は、当該要綱を遵守するものとする。 

（電波障害） 

第２１条 建築物又は各種工作物で高さが１０メートルを超えるものの建築に伴って生ず

るテレビ電波障害の防止対策は、加須市建造物等によるテレビ電波障害に関する指導要

綱（平成２２年加須市告示第９９号）を遵守するものとする。 

第４章 公益施設の整備 

（学校教育施設） 

第２２条 開発行為等により幼稚園、小学校及び中学校の児童等の増加により就学に支障

を来すおそれがあり、学校教育施設の新設及び増築並びにその他の施設整備が必要と市

長が判断した場合は、開発区域内の計画戸数の規模に応じ、次に定めるところにより、

市と協議を行うものとする。 

（１） 計画戸数１００戸以上の場合 

学校教育施設の増築及びその他の施設整備に要する費用負担 

（２） 計画戸数１，０００戸以上の場合 

ア 幼稚園 

（ア） 学校教育施設の増築及びその他の施設整備に要する費用負担 
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（イ） 必要な学校用地の確保 

イ 小学校・中学校 

（ア） 学校教育施設の新築及び増築並びにその他の施設整備に要する費用負担 

（イ） 必要な学校用地の無償譲渡 

（その他の公益施設） 

第２３条 その他の公益施設は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 開発区域内の計画人口、計画戸数及び既存の施設状況を考慮し、市が必要と判

断した場合は、地域住民の利便を図るため、児童館及び集会施設等の公益施設を適正

に配置すること。 

（２） 公益施設の用地、位置等は、日常生活に支障を来さないよう市と協議し、決定

すること。 

第５章 一般事項 

（交通安全施設及び防犯施設等） 

第２４条 交通安全施設及び防犯施設は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 新設道路が市に帰属される場合は、交通安全施設及び防犯施設の設置箇所及び

基数について市と協議し、必要に応じて事業者の負担において設置すること。 

（２） 新設道路が市に帰属されない場合は、交通安全施設及び防犯施設について市と

協議の上、必要に応じて事業者の負担において設置し、及び維持管理すること。この

場合において、当該施設の所有権を譲渡したときは、譲渡人及び開発区域の住民に対

して、当該施設の維持管理は道路の所有者が行うことを説明すること。 

２ 開発行為等の工事に際しては、歩行者等の通行の安全を確保するとともに、工事車両

が通行する場合は、誘導員を適切に配置し、交通の安全に配慮するものとする。 

（駐車施設等） 

第２５条 駐車場及び駐輪場は、発生交通量及び開発区域の周辺の状況等を勘案し、次に

定めるところによるものとする。 

（１） 駐車場は、１台につき１２．５平方メートル（５メートル×２．５メートル）

以上のものとし、必要に応じて白線等で明確に区画すること。 

ア 戸建住宅の場合 

建築確認に係る建築物の敷地（以下「建築敷地」という。）内に駐車場を設置す



16 

ること。 

イ 店舗、事務所等の場合 

建築敷地内に一店舗又は一事務所当たりの保有台数分以上の駐車場を設置すると

ともに、外来者用として次に定めるところにより設置し、車両の出入りについては

建築敷地内で完結させること。 

（ア） 延床面積が５００平方メートル未満の場合は、２台分以上の駐車場を設置

すること。 

（イ） 延床面積が５００平方メートル以上の場合は、床面積１００平方メートル

につき１台分以上の駐車場を設置すること。 

（ウ） 周辺住民に迷惑を及ぼすことのないよう、必要に応じて植樹、柵、ブロッ

ク塀等を駐車場の周囲に設置すること。 

ウ 共同住宅及び長屋住宅の場合 

（ア） 建築敷地内に計画戸数分以上の駐車場を設置し、車両の出入りについては

建築敷地内で完結させること。ただし、高齢者の単身者用及び市街化区域内にお

ける単身者用の場合については、この限りでない。 

（イ） 建築敷地内に計画戸数分の駐車場を設けることが困難な場合は、計画戸数

分の２分の１を超えない範囲を限度として、近接地に新規（既設の駐車場に利用

可能な用地がある場合を含む。）に駐車場を設けることができる。 

（ウ） （イ）の場合においては、駐車場用地の土地所有者との連署による駐車場

としての利用目的についての確約書を市長に提出すること。 

（２） 駐輪場は、１台につき１．２平方メートル（２メートル×０．６メートル）以

上のものとし、利用上の必要台数分を確保すること。 

（擁壁） 

第２６条 開発行為等に伴い新規に設置する擁壁は、都市計画法に定めるもののほか、補

強コンクリートブロック造擁壁を設置しようとする場合においては、この要綱に基づき

市長が別に定める関係資料を参考に計画をするものとする。この場合において、４段積

補強コンクリートブロック造擁壁の構造は、５段積に準ずるものとする。 

（自然環境の保全） 

第２７条 自然環境の保全は、次に定めるところによるものとする。 
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（１） 自然環境をできる限り保全し、緑の破壊を極力避け、植樹する等緑地の確保に

努めること。 

（２） 敷地面積が０．１ヘクタール以上の場合において、建築基準法第６条の建築等

に関する確認を要する建築行為をするときは、ふるさと埼玉の緑を守り育てる条例

（昭和５４年埼玉県条例第１０号）を遵守すること。 

（３） 敷地面積が０．１ヘクタール未満の場合においても、できる限り緑化に努める

こと。 

（農地の保全） 

第２８条 農地の保全は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 農業用の用排水路へ汚水及び雑排水を放流させる場合は、市と協議し、処理施

設を設けること。 

（２） 開発区域内に農業用の用排水路がある場合は、その管理者と協議し、同意を得

るとともに、その機能が損われないよう適切な措置を講ずること。 

（３） 開発区域内からの汚水、廃棄物等の流出に起因して農作物に被害が生じた場合

は、事業者の責任において措置を講ずること。 

（４） 農地に隣接して盛土等の開発行為等をする場合は、土砂の流出及び崩壊防止の

ため、必要に応じて擁壁、防護柵等を設置し、農地に被害が及ばないよう措置を講ず

ること。 

（農地の転用） 

第２９条 農地の転用は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 開発行為等に伴い農地を農地以外のものにする場合は、農地法（昭和２７年法

律第２２９号）で定めるところにより農地の転用許可を得ること。 

（２） 農地の転用許可は、原則として開発許可等と同日付けの許可となるため、審査

に要する期間を考慮し、申請すること。 

（公害の防止） 

第３０条 工場等を建設する場合の公害防止は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 次の定めるところにより、工場等の周囲に緑地帯その他の緩衝帯を配置するこ

と。 

 ア 緩衝帯は、別表第３に掲げる幅員を開発区域の境界内に沿って配置し、その境界
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は縁石、境界杭等により明らかにすること。 

 イ 緩衝帯の配置について、開発区域の周辺に緩衝効果を有するものが存する場合に

は、別途協議を行うものとすること。 

（２） 次に定めるところにより、有効な公害防止施設を設けるとともに、排水を地下

浸透させないこと。 

ア 騒音又は振動を発生するおそれのある機械器具を設置し、又は作業する場合は、

適切な除去設備を設けること。 

イ ばい煙、ばい塵
じん

等により大気が汚染するおそれのある場合は、適切な集塵
じん

装置を

設けること。 

ウ 悪臭を発生する工場等は、悪臭防止施設を設けること。 

エ 河川、水路その他環境を汚染する物質を使用する工場等は、適切な処理施設を設

けること。 

（３） 加須市環境保全条例（平成２２年加須市条例第１６５号）第５６条の規定によ

る環境配慮事業者は、次に掲げる事業を実施しようとするときは、市と協議し、同条

例に規定する必要な手続を行うこと。 

ア 産業廃棄物処理施設の設置及び施設の変更の事業 

イ 産業廃棄物最終処分場の設置及び施設の変更の事業 

ウ 工場の新設及び施設の変更の事業 

エ その他市長が必要と認めた事業 

（４） 製造業等に係る工場又は事業場であって、敷地面積が９，０００平方メートル

以上又は建築物の建築面積の合計が３，０００平方メートル以上の規模であるものの

新設（敷地面積若しくは建築物の建築面積を増加し、又は既存の施設の用途を変更す

ることにより特定工場となる場合を含む。）若しくは変更をしようとする者は、工場

立地法（昭和３４年法律第２４号）に基づき市に届け出ること。 

（文化財）  

第３１条 開発行為等を行う場合は、開発区域内の指定文化財及び埋蔵文化財の所在につ

いて事前に確認し、これらが存するときは、加須市教育委員会と協議するとともに、次

に定めるところにより適切な措置を講ずるものとする。 

（１） 埋蔵文化財包蔵地の工事をする場合は、文化財保護法（昭和２５年法律第２１
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４号）に定める必要な措置を講ずること。 

（２） 開発行為等の工事中に埋蔵文化財が発見された場合は、直ちに工事を中止し、

加須市教育委員会と協議すること。 

（３） 発掘調査に要する費用は、原則として事業者の負担とする。 

（防災対策） 

第３２条 防災対策は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 開発行為等を計画する場合は、地震、水害、火災その他の災害を十分に考慮

し、避難確保計画の策定、避難訓練の実施等、本市の地域防災計画に基づく防災対策

のための適切な措置を講ずること。 

（２） 開発行為等に伴い、防災行政無線子局の新設又は移設等の必要があると市が判

断した場合は、市と協議し、整備すること。 

（３） 開発行為等を行う場合は、本市の地形の大部分が低地であって軟弱地盤が多い

ことについて配慮し、地盤沈下、出水等を未然に防止するよう計画するとともに、安

全確保のため必要な措置を講ずること。 

（４） 開発区域が水防法（昭和２４年法律第１９３号）第１４条に規定する洪水浸水

想定区域である場合は、水害時において建築物の使用者が早期かつ確実に避難できる

よう、防災情報の入手方法、避難場所、避難場所までの避難経路等について、加須市

水害時の避難行動マップ（洪水ハザードマップ）等により確認するよう説明するこ

と。この場合において、想定される浸水深が３メートル以上である場合には、確実な

避難を可能とする体制の整備がされていること等を理由に開発行為を認めていること

から、特に十分な説明を行うものとする。 

（区画の面積等） 

第３３条 区画の面積は、次に定めるところによるものとする。 

（１） 市街化区域内の場合 

一区画の有効面積（敷地面積から路地状部分の面積を除いた面積をいう。）は、加

須地域においては１００平方メートル以上とし、騎西地域及び大利根地域においては

１５０平方メートル以上とすること。ただし、別に定めがある場合は、その定めると

ころによる。 

（２） 市街化調整区域内の場合 
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一区画の最低敷地面積は、加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条

例（平成２２年加須市条例第１８５号）の規定に基づき、３００平方メートルとする

こと。ただし、別に定めがある場合は、その定めるところによる。 

（３） 非線引き都市計画区域内の場合 

一区画の最低敷地面積は、１６０平方メートルとし、土地の形質上やむを得ない場

合は、一開発地に一区画のみ１６０平方メートルから３割以内の縮小を認めるものと

する。この場合において、路地状敷地の場合は、路地状部分面積の２分の１を宅地面

積として算入するものとする。 

（４） 加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第１項第１号

区域内の場合 

     区域指定に係る予定建築物の用途が流通業務施設又は工業施設の場合の一区画の最

低敷地面積は、「加須市都市計画法に基づく開発許可等の基準に関する条例第６条第

１項第１号」に係る指定運用方針（平成２５年６月３日市長決裁）の規定に基づき１

０，０００平方メートルとすること。ただし、別に定めがある場合は、その定めると

ころによる。 

  ２ 分譲住宅を目的とした開発行為においては、原則として路地状部分のみによって道路

に接する区画は計画しないものとする。ただし、土地の形状上やむを得ず路地状部分を

計画する場合は、当該路地状部分の形状を直線とするものとする。 

第６章 雑則 

（公共施設の用途廃止等） 

第３４条 道路及び水路等の公共施設の付替え及び払下げを行う場合は、各施設の管理者

と協議し、別に定める検討委員会に付託するものとする。 

（産業立地） 

第３５条 中規模小売店舗（店舗面積の合計が２００平方メートル以上１，０００平方メ

ートル以下の店舗をいう。）を新設する場合は、加須市中規模小売店舗の出店等に関す

る要綱（平成２２年加須市告示第１１２号）を遵守するものとする。 

 （自治会代表者等との調整等） 

第３６条 事業者は、開発行為等の計画について、開発区域周辺に影響を及ぼすことのな

いよう、事前に自治会代表者、関係住民等（開発区域が複数の自治会に及ぶ場合は、そ
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の全ての自治会の代表者、関係住民等）に十分説明し、その旨を市長に報告するものと

する。 

２ 事業者は、住宅に関する開発行為等を行う場合は、自治会への加入について、入居者

等に周知するものとする。 

３ 第１項の規定による報告は、自治会代表者への説明済報告書（様式第４号)及び関係

住民等への説明済報告書（様式第５号）により、それぞれ行うものとする。 

４ 事業者は、開発行為等に係る苦情又は紛争が生じたときは、自らの責任において解決

に努めるものとする。 

（要綱の条例化） 

第３７条 本要綱に規定する目的に反し、指導に従わないことによる被害等が発生し、義

務化すべきであるとの気運が高まった場合には、より実行性の高いまちづくりの観点か

ら条例化を進めるものとする。 

（その他） 

第３８条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

附 則 

１ この告示は、平成２３年４月１日から施行する。 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２３年告示第１６９号） 

この告示は、公布の日から施行する。 

附 則（平成２５年告示第８３号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２７年告示第１１号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、公布の日から施行する。 
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 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２８年告示第９７号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２８年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

たものについては、なお従前の例による。 

附 則（平成２９年告示第１０１号） 

 （施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

附 則（平成３０年告示第７８号） 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３０年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、平成３１年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

 （施行期日） 

１ この告示は、令和２年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 



23 

（施行期日） 

１ この告示は、令和３年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、令和４年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、令和５年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 

（施行期日） 

１ この告示は、令和７年７月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この告示による改正前の加須市住みよいまちづくり指導要綱の規定により申請のあっ

た開発行為等については、なお従前の例による。 
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別表第１（第１５条関係） 

開発区域の面積 対策の基準 

０．０５ha未満 各戸貯留（浸透）施設等を設置すること。 

０．０５ha以上 

１ha未満 

貯留５００m３／ha（浸透０．３５７m３／s／ha）に相当する施設

を設置すること。 

１ha以上 貯留７００m３／ha（浸透０．４７０４m３／s／ha）に湛
たん

水実績に

伴う湛水量を加えた調整池等を設置すること（埼玉県と協議

し、許可を得ること。）。 

 

 

別表第２（第１７条関係） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表第３（第３０条関係） 

開発区域の面積 緩衝帯の幅員 

１．０ｈａ以上 １．５ｈａ未満 ４ｍ 

１．５ｈａ以上 ５．０ｈａ未満 ５ｍ 

５．０ｈａ以上１５．０ｈａ未満 １０ｍ 

１５．０ｈａ以上２５．０ｈａ未満 １５ｍ 

２５．０ｈａ以上 ２０ｍ 

開発区域の面積 公園等 

１ｈａ以上５ｈａ未満 １箇所当たりの面積３００㎡以上 

５ｈａ以上２０ｈａ未満 １箇所当たりの面積を３００㎡以上とし、 

１，０００㎡以上の公園を１箇所以上含むこと。 

２０ｈａ以上 １箇所当たりの面積を３００㎡以上とし、 

１，０００㎡以上の公園を２箇所以上含むこと。 
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様式第１号（第５条関係） 

 

開発行為等事前協議申請書 

 

年  月  日 

 

 加須市長   様 

 

申請者 住  所 

    氏  名          

    電話番号 

 

 加須市住みよいまちづくり指導要綱第５条第１項第１号の規定により、次の

開発行為等に関する事前協議を申請します。 

 

申請地  加須市 

申請面積                       ㎡ 

都市計画区域 

市街化区域 

市街化調整区域 

非線引き都市計画区域 

用途地域等： 

水害時の避難行動マップの 

想定浸水深：   ｍ以上  ｍ未満 

計画の概要 

1 予定建築物の用途  

2 予定区画戸数 区画          戸 

3 予定建築物 

階建 建築面積     ㎡ 

        棟 延面積      ㎡ 

構 造：               造 

4 排水の流末 雨水 汚水 

5 中高層建築物の該当 有 ・ 無 地上高      ｍ 

6 公共施設の帰属 道路・公園等・ごみ集積所・消防水利 

代理人  
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様式第２号（第５条関係） 

 

大規模開発行為等事前協議申請書 

 

年  月  日 

 

 加須市長   様 

 

申請者 住  所 

    氏  名          

    電話番号 

 

 加須市住みよいまちづくり指導要綱第５条第１項第２号の規定により、次の

大規模開発行為等に関する事前協議を申請します。 

 

申請地  加須市 

申請面積                       ㎡ 

都市計画区域 

市街化区域 

市街化調整区域 

非線引き都市計画区域 

用途地域等： 

水害時の避難行動マップの 

想定浸水深：   ｍ以上  ｍ未満 

計画の概要 

1 予定建築物の用途  

2 予定区画戸数 区画          戸 

3 予定建築物 

階建 建築面積     ㎡ 

        棟 延面積      ㎡ 

構 造：               造 

4 排水の流末 雨水 汚水 

5 中高層建築物の該当 有 ・ 無 地上高      ｍ 

6 公共施設の帰属 道路・公園等・ごみ集積所・消防水利 

代理人  
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様式第３号（第５条関係） 

 

事前協議申請取下書 

 

年  月  日 

 

 加須市長   様 

 

申請者 住  所 

    氏  名          

    電話番号 

 

 先に提出した               事前協議申請書を次のとおり

取り下げます。 

 

申請年月日        年   月   日 

申請地 加須市 

申請面積 ㎡ 

予定建築物の用途  

予定区画戸数 区画 戸 

取下理由  

※受付欄 

 

 

  備考 ※印の欄は、記入しないこと。 
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余   白 
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様式第４号（第３６条関係） 

 

自治会代表者への説明済報告書 

 

年  月  日 

 

 加須市長   様 

 

申請者 住所 

    氏名            

 

 下記の申請場所の開発行為等の内容について、内容説明書（裏面）をもって

自治会代表者に説明をしたので報告します。 

 

記 

１ 申請場所  加須市                 地先 

２ 区域面積           ㎡ 

 

 申請者から上記申請場所において、開発行為等を行う旨の説明及び報告を受

けたことを証します。 

 

年  月  日 

 

                    自治会代表         

（自署又は押印） 

 

※本書は、自治会代表者への説明等を行ったことを報告するものであり、土地

改良区の同意書とは、異なるものです 



 

 
内 容 説 明 書 

※該当する内容にチェックし、数量等を記入の上、図面等を用いて説明を行ってください。 
■ 開発行為等の目的、棟戸数 
□専用住宅 □建売住宅〔分譲住宅〕（分譲  戸） 
□兼用（又は併用）住宅〔店舗〕 □兼用（又は併用）住宅〔事務所〕 
□共同住宅（   棟   戸） □長屋住宅（   棟   戸） 
□コンビニエンスストア □店舗（日用品等） 
□事務所 □ガソリンスタンド 
□倉庫 □工場 
□福祉施設（         ） □寄宿舎 
□その他（          ） 

■ 造成行為等  
□盛土・切土     （    ｃｍ  ～     ｃｍ  ） 
□擁壁等の設置    （ 有   ｍ  ・  無  ） 

■ 道路整備  
□新設道路      （ 幅   ｍ、延長   ｍ） 
□既設道路      （ 拡幅 ・ 舗装 ・ 構造物設置 ） 
□道路側溝整備等   （ 幅  ・ 深さ ・ 延長   ｍ） 

■ 排水方法  
■ 汚水・雑排水 □合併処理浄化槽で浄化後、道路側溝に放流 
 □合併処理浄化槽で浄化後、水路機能を兼ねた道路側溝に放流 

□合併処理浄化槽で浄化後、水路に放流 
 □公共下水道に接続 
 □農業集落排水に接続 

□その他 
■ 雨水 □宅内浸透（オーバーフロー分を道路側溝に放流） 
 □宅内浸透（オーバーフロー分を水路に放流） 
 □宅内浸透 
 □宅内貯留（オリフィスで道路側溝に放流） 
 □宅内貯留（オリフィスで水路に放流） 

□調整池 
■ 給水方法  
□上水道 （ 既設  ・  新設  ）  φ  ×  ｍｍ 

■ 公園・緑地・広場  
□新設 （   箇所 面積    ㎡ ）、 遊戯施設等（        ） 

■ ごみ処理 

地域別 加須・騎西 北川辺・大利根 
新規・既設 新規設置 既設利用 新規設置 既設利用 
燃やすごみ集積所 □ □ 

□ □ 
燃やさないごみ集積所 □ □ 

 

※新規設置の場合 
設置場所                 地先  面積        ㎡ 
ごみ収納かご等の設置 （ 有【   ｍｍ×   ｍｍ×   ｍｍ】・ 無 ） 

■ 防犯施設・交通安全施設等  
□防犯灯       基      □道路反射鏡（カーブミラー）    基 

■ 消防施設  
□消火栓          基   □防火水槽            基 

■ その他 
□集会所の設置 
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（裏） 



 

 

年  月  日 

関係住民等への説明済報告書 

 加須市長  様 

 

 開発行為等に関する関係住民等への説明結果について、次のとおり報告します。 

 

申請地の地名・地番  加須市                    事業の種類               

申請者の住所                            氏   名               

 

 開発行為等の計画及び施行について、開発行為等内容説明確認リスト（裏面）を用いて説明を行いました。 

関係住民等 
説明日 説明を要する土地 説明結果 

住所 氏名 

     

     

     

     

     

     

     

様式第５号（第３６条関係） 

3
1
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開発行為等内容説明確認リスト 
 

※該当する内容にチェックし、数量等を記入の上、図面等を用いて説明を行ってください。 
■ 開発行為等の目的、棟戸数 
□専用住宅 □建売住宅〔分譲住宅〕（分譲  戸） 
□兼用（又は併用）住宅〔店舗〕 □兼用（又は併用）住宅〔事務所〕 
□共同住宅（   棟   戸） □長屋住宅（   棟   戸） 
□コンビニエンスストア □店舗（日用品等） 
□事務所 □ガソリンスタンド 
□倉庫 □工場 
□福祉施設（         ） □寄宿舎 
□その他（          ） 

■ 造成行為等  
□盛土・切土     （    ｃｍ  ～     ｃｍ  ） 
□擁壁等の設置    （ 有   ｍ  ・  無  ） 

■ 道路整備  
□新設道路      （ 幅   ｍ、延長   ｍ） 
□既設道路      （ 拡幅 ・ 舗装 ・ 構造物設置 ） 
□道路側溝整備等   （ 幅  ・ 深さ ・ 延長   ｍ） 

■ 排水方法  
■ 汚水・雑排水 □合併処理浄化槽で浄化後、道路側溝に放流 
 □合併処理浄化槽で浄化後、水路機能を兼ねた道路側溝に放流 

□合併処理浄化槽で浄化後、水路に放流 
 □公共下水道に接続 
 □農業集落排水に接続 
 □その他 
■ 雨水 □宅内浸透（オーバーフロー分を道路側溝に放流） 
 □宅内浸透（オーバーフロー分を水路に放流） 
 □宅内浸透 
 □宅内貯留（オリフィスで道路側溝に放流） 
 □宅内貯留（オリフィスで水路に放流） 
 □調整池 
■ 給水方法  
□上水道 （ 既設  ・  新設  ）  φ  ×  ｍｍ 

■ 公園・緑地・広場  
□新設 （   箇所 面積    ㎡ ）、 遊戯施設等（        ） 

■ ごみ処理 
地域別 加須・騎西 北川辺・大利根 
新規・既設 新規設置 既設利用 新規設置 既設利用 
燃やすごみ集積所 □ □ 

□ □ 
燃やさないごみ集積所 □ □ 

 

※新規設置の場合 
設置場所                 地先  面積        ㎡ 
ごみ収納かご等の設置 （ 有【   ｍｍ×   ｍｍ×   ｍｍ】・ 無 ） 

■ 防犯施設・交通安全施設等  
□防犯灯       基      □道路反射鏡（カーブミラー）    基 

■ 消防施設  
□消火栓          基   □防火水槽            基 

 

（裏） 



 

年  月  日 

関係住民等への説明済報告書 

 加須市長  様 

 

 開発行為等に関する関係住民等への説明結果について、次のとおり報告します。 

 

申請地の地名・地番  加須市                    事業の種類               

申請者の住所                            氏   名               

 

 開発行為等の計画及び施行について、開発行為等内容説明確認リスト（裏面）を用いて説明を行いました。 

関係住民等 
説明日 説明を要する土地 説明結果 

住所 氏名 

○○市○○○○ ○○ ○○ R○.○.○ 加須市○○○○ 特になし 

○○市○○○○ ○○ ○○ R○.○.○ 加須市○○○○ 〃 

○○市○○○○ ○○ ○○ R○.○.○ 加須市○○○○ 
意見あり 

※意見概要明記 

○○市○○○○ ○○ ○○ R○.○.○ 加須市○○○○ 特になし 

○○市○○○○ ○○ ○○ R○.○.○ 加須市○○○○ 〃 

     

     

様式第５号（第３６条関係） 

 

① 

② 

③ 

④ 

⑤ 

【報告書作成例】 

33
 



 

 

 

⑤ 

 

 

 

道 路 

 

① 

 

 

申請地 

 

② 

 

 

③ 

 

④ 

 

【地図作成例】 
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添 付 書 類 一 覧 表 

 

  事前協議の申請にあたっては、開発行為等事前協議申請書（様式第１号）又は大

規模開発行為等事前協議申請書（様式第２号）に次の書類を添えて提出すること。 

  なお、提出書類の部数については原則７部、大規模開発行為等で調整会議を

開催する場合は市長が必要と認める部数とする。  

 NO 添  付  書  類 備      考 

１  委任状 （代理者が行う場合） 

２  自治会代表者への説明済報告書  様式第４号（申請時に必ず添付） 

３  関係住民等への説明済報告書及び地図  様式第５号（申請時に必ず添付） 

４  位置図  都市計画図（コピー可） 

５  案内図  付近の見取図（住宅地図等） 

６  公図の写し  縮尺・転写年月日記入 

７  現況図  周辺の公共施設等 

８  求積図（全体及び区割）  実測図による三斜法又は座標計算 

９  土地利用計画図、給排水計画図 

 道路等の公共施設の位置及び幅員等 

予定建築物の位置及び形状 

管路延長、管種、管径、勾配、桝の規格、 

施設の位置、種類及び形状（口径）消防 

水利の位置等 

10  排水桝構造図  インバート桝・泥溜桝・雨水浸透桝 

11  造成計画平面図・断面図・擁壁構造図 

 現況高・計画高 

 切土・盛土をする土地の状況 

 寸法、配筋（縦・横）サイズ・ピッチ、 

 境界、基礎等記入 

12  雨水処理施設構造図、雨水処理計画計算書  雨水流出抑制施設等を設ける場合 

13  公共施設等の詳細図 

【道路】縦断図、横断図、排水縦断図等 

【公園等】構造図（施工図） 

【ごみ集積所】構造図（施工図）、有効 

面積求積表、求積図 

14 その他市長が必要と認める書類 
防犯施設及び交通安全施設に関する 

協議書(写)、建物の平面図･立面図等 

    注１・提出書類は、Ａ４ファイルにとじ込みの上、提出すること。       

   注２・関係図面全てに、申請区域を朱囲いすること。  



公 共 施 設 管 理 者

道 路 公 園 課

埼玉県行田県土整備事務所

当 該 道 路 の 管 理 者

道 路 公 園 課

埼玉県行田県土整備事務所
国土交通省利根川上流河川事務所

治 水 課

土 地 改 良 区

治 水 課

埼 玉 県 河 川 砂 防 課

水 道 課

埼 玉 東 部 消 防 組 合

協 議 主 管 課 名

政 策 調 整 課

市 民 協 働 推 進 課

資 源 リ サ イ ク ル 課

環 境 政 策 課

交 通 防 犯 課

危 機 管 理 防 災 課

産 業 振 興 課

農 業 振 興 課

ス ー パ ー シ テ ィ 推 進 課

　・公園・緑地・広場に関すること。

・開発行為全般に関すること。 建 築 開 発 課

水 道 課

農 業 委 員 会 事 務 局

教 育 総 務 課

生 涯 学 習 課

学 校 教 育 課
埼 玉 東 部 消 防 組 合

埼玉県行田県土整備事務所

埼玉県東部環境管理事務所

・道路に関すること。

下 水 道 課

道 路 公 園 課

・公共施設の帰属登記に関すること。

　・土地利用・用途地域・地区計画に関すること。

・公共施設(道路)の帰属に関すること。

都 市 計 画 課

協議主管課等一覧表

　　　　　　　　　　上水道

　　　　　　　　　　下水道

　　　　　　　　　　消防の用に供する貯水槽等

・公害防止・電波障害に関すること。

・農業振興地域に関すること。

・雨水の排水に関すること。

　　　　　　　　　　水路

下 水 道 課

　　　　　　　　　　雨水流出抑制施設

主な公共施設管理者等一覧表

公　　共　　施　　設　　名

　　　　　　　　　　道路（市道）

　　　　　　　　　　道路（国道・県道）

　　　　　　　　　　道路（私道）

　　　　　　　　　　公園・緑地・広場

・上水道に関すること。

・農地の転用に関すること。

・汚水及び雑排水の排水に関すること。

・防犯灯・交通安全施設等に関すること。

・防災対策に関すること。

・産業立地に関すること。

・水路等に関すること。

・道路幅員・境界査定・道路占用等に関すること。

・下水道に関すること。

※その他、国・県等と協議する必要がある場合は、関係機関と別途協議すること。

　　　　　　　　　　河川

　　　　　　　　　　農業集落排水

・国道・県道に関すること。

・都市計画道路等に関すること。

・建築形態規制・道路種別に関すること。

   ・病院を核とした加須駅周辺の新たなまちづくり構想に関すること。

・土地区画整理に関すること。

・市の総合振興計画に関すること。

・ごみ処理・ごみ集積所に関すること。

・緑化届出に関すること。

・消防水利等に関すること。

主　　な　　協　　議　　事　　項

・学校教育施設等に関すること。

・自治会等に関すること。

公共施設管理者等一覧表(加須地域）

治 水 課

・通学路・通学区に関すること。

・農業集落排水に関すること。

・文化財に関すること。
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公 共 施 設 管 理 者

各 支 所 農 政 建 設 課

埼玉県行田県土整備事務所

当 該 道 路 の 管 理 者

各 支 所 農 政 建 設 課

埼玉県行田県土整備事務所
国土交通省利根川上流河川事務所

各 支 所 農 政 建 設 課

土 地 改 良 区

各 支 所 農 政 建 設 課

埼 玉 県 河 川 砂 防 課

水 道 課

埼 玉 東 部 消 防 組 合

協 議 主 管 課 名

政 策 調 整 課

都 市 計 画 課

ス ー パ ー シ テ ィ 推 進 課

建 築 開 発 課

水 道 課

農 業 委 員 会 事 務 局

教 育 総 務 課

生 涯 学 習 課

学 校 教 育 課
埼 玉 東 部 消 防 組 合

埼玉県行田県土整備事務所

埼玉県東部環境管理事務所

・国道・県道に関すること。

主な公共施設管理者等一覧表

公　　共　　施　　設　　名

　　　　　　　　　　道路（市道）

　　　　　　　　　　道路（国道・県道）

　　　　　　　　　　道路（私道）

主　　な　　協　　議　　事　　項

　　　　　　　　　　雨水流出抑制施設

　　　　　　　　　　上水道

　　　　　　　　　　下水道

・学校教育施設等に関すること。

・雨水の排水に関すること。

・公共施設(道路)の帰属に関すること。

・汚水及び雑排水の排水に関すること。

・公共施設の帰属登記に関すること。

・消防水利等に関すること。

下 水 道 課

・文化財に関すること。

・防災対策に関すること。

・公園・緑地・広場に関すること。

・道路幅員・境界査定・道路占用等に関すること。

各 支 所 農 政 建 設 課

・土地区画整理に関すること。（大利根地域に限る。）

・上水道に関すること。

・農地の転用に関すること。

※その他、国・県等と協議する必要がある場合は、関係機関と別途協議すること。

協議主管課等一覧表

下 水 道 課

・市の総合振興計画に関すること。

・ごみ処理・ごみ集積所に関すること。

・公害防止・電波障害に関すること。

・防犯灯・交通安全施設等に関すること。

・通学路・通学区に関すること。

・農業集落排水に関すること。

・緑化届出に関すること。

公共施設管理者等一覧表(騎西地域、北川辺地域、大利根地域）

・水路等に関すること。

・農業振興地域に関すること。

・用途地域・地区計画に関すること。

　　　　　　　　　　消防の用に供する貯水槽等

　　　　　　　　　　河川

　　　　　　　　　　公園・緑地・広場

　　　　　　　　　　水路

　　　　　　　　　　農業集落排水

・自治会等に関すること。

各 支 所 地 域 振 興 課

・産業立地に関すること。

・下水道に関すること。

・都市計画道路等に関すること。

・建築形態規制・道路種別に関すること。

・道路に関すること。

　・土地利用に関すること。

・開発行為全般に関すること。

　　・病院を核とした加須駅周辺の新たなまちづくり構想に関すること。（騎西地域に限る.）
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●開発行為の許可等に関する事務手続きフロー

標準処理
期間

開発行為の許可等申請者 建築開発課 公共施設管理担当課等

法
３
２
条
同
意
・
協
議

約２週間
（計画変
更が生じ
た場合を
除く。）

事
前
相
談

約2週間

加
須
市
住
み
よ
い
ま
ち
づ
く
り
指
導
要
綱
に
基
づ
く
事
前
協
議

約１ヵ月

開
発
行
為
許
可

約１ヵ月

・加須市住みよいまちづく

り指導要綱に基づく事前

協議申請書の提出

・申請書 受理

該当有

配布・依頼

・現地確認・調査

・公共施設等の審査・公共施設管理担当課等の

意見を取りまとめ、開発行

為等事前協議結果通知書

を作成

意見等回答
・開発行為等事前協議結

果通知書の受取

事前協議結果

通知書交付

２ 【新たな公共施設設置等がある場合】

法３２条同意申請書（様式1号）、協議申

請書（様式2号）の提出

※（開発許可後における変更の場合も同

様の手続きとする。）

開発行為等事前協議結果通知書に

添付した公共施設管理者の意見につ

いて、開発許可申請者と協議・調整

申請 協議

同意書・協議書 交付・法３２条に基づいた同意書・

協議書を受取

・法２９条 開発行為許可申請書提出

（正・副）

（公共施設管理担当課の法３２条に

基づく同意・協議書の写しを添付）

・開発行為等相談票の提出

提出

・相談票 受理

道路・排水等の確認

が必要な場合 依頼

・現地確認・調査

・相談内容のとりまとめ

意見等回答
・相談結果確認

「加須市住みよいまちづくり指導

要綱」該当の有無

相談内容の回答（口頭）

提出

・受理 審査

申請書類の確認依頼

・確認・審査

・開発行為許可通知書作成
意見等回答

・開発行為許可通知書の受取

許可通知書

交付

次ページ

１ 【新たな公共施設設置がない場合】

開発行為によって既存の公共施設の機

能が損なわないことを確認する。

１ 【新たな公共施設設置がない場合】

法３２条同意申請書（様式1号）の提出

２ 【新たな公共施設設置等がある場合】

該当無

提出
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標準処理
期間

工
事
着
手
か
ら
工
事
完
了
ま
で

公告前の
処理期間
は約1週
間

約１週間

公
共
施
設
の
用
に
供
す
る
土
地

の
帰
属

開発行為の許可等申請者 建築開発課 公共施設管理担当課等

検査済証 交付

・工事着手届出書

（開発行為の許可標識）

提出
・受理

・公告前建築等承認申請

法37条
※開発行為と並行して建築

することがやむを得ない場合

提出
・受理 審査

・承認書作成
承認書 交付

・承認書の受取

・公共施設の帰属に必要な書類の作成 ・書類 受理

・工事完了届出書 ・受理

・工事完了検査準

備

提出 検査依頼

・検査済証作成・検査済証の受取

・工事完了公告 ・公共施設の引継ぎ

提出

・工事完了検査

・確認

合議

・土地所有権移転登記申請（法務局）

返却
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加須市住みよいまちづくり指導要綱 

関係資料

◎ 開発行為等に係る道路構造標準図 ……………………………… 

（担当課：道路公園課） 

◎ 開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー ………… 22 
（担当課：治水課） 

◎ 開発行為等に係る公園設置標準図 ……………………………… 33 
（担当課：道路公園課） 

◎ 開発行為等に係る「ごみ集積所」の取扱い …………………… 35 
◎ 開発行為等に係るごみ集積所標準図 …………………………… 37 

（担当課：資源リサイクル課） 

◎ 開発行為等に係る防犯施設及び交通安全施設に関する協議書 …  39
（担当課：交通防犯課） 

◎ 開発行為等に係る補強コンクリートブロック造擁壁標準図 …… 41 
（担当課：建築開発課） 

1

◎ 開発行為等に係る分譲住宅の路地状敷地の取り扱い …………… 43
（担当課：建築開発課） 
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開発行為等に係る道路構造標準図 

（担当課：道路公園課） 



100100

12
0

15
0

15
0

1
5
0

100

1
20

1
2
0

1
2
0

1
2
0

深さ

幅
幅

幅
幅

深さ

100 深さ

100 深さ

100

100

（
車
 
道
 用

）
（

横
 
断

 
用
）

（
歩

 道
 
用

）
（

歩
 
車

 
道
 
用

）

R=
50

R=
50

R=
50

R=
50

50

基
礎
幅

基
礎

幅
基
礎

幅
基
礎
幅

5
0

50
5
0

5
0

長
尺

Ｕ
型

側
溝

標
準

図

歩
道

部
分

に
設

置
民

地
等

の
出

入
口

で

重
車

両
の

通
行

が
少

な
い

箇
所

に
設

置

構
造

物
標

準
図 600

600

3
9
0

3
9
0

100

100

3
9
0

3
90

手
掛

け
型

平
　

型

重
車

両
の

横
断

用
と

し
て

設
置

車
道

に
接

続
し

て
設

置

※
官

民
境

界
に

考
慮

し
、

基
礎

幅
を

決
定

す
る

こ
と

。
※

交
通

量
、

現
場

状
況

、
設

置
条

件
に

応
じ

て
、

基
礎

コ
ン

ク
リ

ー
ト

の
設

置
、

ま
た

、
定

版
突

出
型

、
Ｖ

Ｓ
型

等
の

設
置

も
検

討
す

る
こ

と
。

※
側

溝
に

コ
ン

ク
リ

ー
ト

で
敷

打
ち

す
る

場
合

は
、

敷
打

厚
さ

を
５

０
ｍ

ｍ
以

上
と

す
る

こ
と

。

※
側

溝
の

底
版

が
基

礎
と

密
着

す
る

よ
う

、
間

に
空

練
り

モ
ル

タ
ル

を
適

切
に

敷
き

均
す

こ
と

。

手
掛

け
型

、
平

型
を

交
互

に
設

置
す

る
こ

と
。

2



H

（
L
=
占

用
延

長
）

L

道
路

側
溝

接
続

管
は

側
溝

断
面

に
突

き
出

官
民

境
界

線

な
い

よ
う

に
設

置
す

る
こ

と
。

（
5
0
m
m
程

度
）

道
路

側
溝

排
水

接
続

基
準

図

宅
内

最
終

桝
か

ら
道

路
側

溝
へ

の
接

続
方

法
に

つ
い

て
は

次
の

例
の

よ
う

に
す

る
こ

と
。

原
則

　
1
0
0
m
m
以

上
（

H
=
4
0
0
m
m
以

下
の

場
合

）

原
則

　
1
5
0
m
m
以

上
（

H
=
4
0
0
m
m
を

超
え

る
の

場
合

）

宅
内

最
終

桝

1
5
0
m
m
以

上

勾
配

の
値

を
記

入
す

る
こ

と
。

道
路

側
溝

天
端

高
よ

り
高

く
す

る
こ

と
。

宅
内

最
終

桝
の

下
流

側
管

底
高

は
極

力

％

3



ノンスリップ型とし、盗難対策を講じること

（　）内の寸法は

(200) (200)

(900)

(2
00

)
(
20

0
)

(200) (200)

切込砕石または再生切込砕石 15
0

5050

(900)

Ｈ

(
90

0
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H=1100㎜以上の場合

泥
だ
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150 150

グレーチング蓋

500

500150 150

集　水　桝

800

50
0

15
0

15
0

15
0

800

1
50

以
上

8
00

※　グレーチング蓋の構造については、Ｔ－25対応以上、細目（網目幅１㎝以下）

※　集水桝は、深さ150㎜以上の泥だめを有する構造とする

構造物標準図
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流
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と
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地
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は
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。
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D10@200

コンクリート補強詳細図
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10.0m以上

10.0m以上

原則10.0m以上

必要交差点及び屈折部間隔の考え方

道路の交差点及び屈折部については

車輌の通行の安全を確保するため、

次のとおり間隔を確保する。

自 動 車

自 動 車

自 動 車

自 動 車
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歩
道
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設
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Ａ
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.
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境
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隣
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敷
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境
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４
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上
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新
設
）
の
開
口
部
か
ら
８
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す
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こ
と
。

隣
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敷
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は
、
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車
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こ
と
。

な
お
、
出
入
口
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設
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は
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敷
地
当
た
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３
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道
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２
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す
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す
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自
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．
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．
２
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づ
き
、
審
査
を
行
い

最
大
１
２
．
０
ｍ
ま
で
と
す
る

（
ト
レ
ー
ラ
ー
等
の
大
型
自
動
車
）
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Ｔ
字

交
差

部

十
字

交
差

部

屈
　

折
　

部

5.0m

5.0m

5
.
0
m

5
.
0
m

道
路

交
差

部
、

接
続

部
ま

た
は

屈
折

部
か

ら
５

ｍ
以

内
は

設
置

不
可

5
.
0
m

5
.
0
m

5.0m

歩
道

開
口

部
の

設
置

に
つ

い
て

道
路

管
理

上
及

び
交

通
安

全
上

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

所
に

は
設

置
で

き
な

い

5
.
0
m

5.0m
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停
止

線
か

ら
５

ｍ
以

内
は

設
置

不
可

歩
道

開
口

部
の

設
置

に
つ

い
て

5
.
0
m

5
.
0
m

5.0m

5.0m

5
.
0
m

5
.
0
m

消
火

栓

消
防

用
機

器
置

場

5
.
0
m

5
.
0
m

消
防

用
施

設
か

ら
５

ｍ
以

内
は

設
置

不
可

道
路

管
理

上
及

び
交

通
安

全
上

支
障

が
あ

る
と

認
め

ら
れ

る
場

所
に

は
設

置
で

き
な

い
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※
優

先
関

係
が

明
確

で
な

い
交

差
点

は
、

原
則

と
し

て
、

ド
ッ

ト
ラ

イ
ン

、
停

止
誘

導
線

は
、

設
置

し
な

い
こ

と
。

外
側

線
（

W
=
1
5
0
,
白

、
実

線
）

外
側

線
（

W
=
1
5
0
,
白

、
実

線
）

外側線（W=150,白、実線）

外側線（W=150,白、実線）

外
側

線
（

W
=
1
5
0
,
白

、
実

線
）

直
線

部
　

1
0
,
0
0
0
　

以
上

直
線
部
　

1
0
,
0
0
0
　

以
上

150

100

直線部　10,000　以上

直線部　10,000　以上

5
0
0

5
0
0

5
0
0

2
0
0

2
0
0

450

Ｃ Ｌ

Ｃ Ｌ

1
,
5
0
0

1,100

3
0
0

300

交
差

点
マ

ー
ク

交
差
点

マ
ー
ク

ド
ッ
ト
ラ
イ
ン

停
止

指
導

線

1
0
0

1
5
0外
側

線

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

5
0
0

300

ド
ッ

ト
ラ

イ
ン

外
側

線
路

面
標

示
参

考
図

両
端

を
揃

え
る

両
端

を
揃

え
る

両
端

を
揃

え
る

5
0
0
～
2
0
0
0

停
止
指
導
線

※
こ

の
図

は
、

標
準

的
な

も
の

で
あ

る
た

め

道
路

課
立

会
い

の
上

、
決

定
す

る
こ

と
。
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1
5
0

1
9
0

2
4
2

1
9
1

5
4

転圧前転圧後

5
0

道路、歩道組成標準図

車道部

再生切込砕石 t=190

再生密粒度アスコン t= 50 再生密粒度アスコン t= 54

再生粒度調整砕石    t=150 再生粒度調整砕石   t=191

再生切込砕石　 t=242

再生切込砕石　t=127

転圧後 転圧前

12
7
3
3

再生細粒度アスコンまたは
再生密粒度アスコン　t=30

再生細粒度アスコンまたは
再生密粒度アスコン　t=33

転圧後 転圧前

再生細粒度アスコンまたは

再生切込砕石　t=100

再生細粒度アスコンまたは

再生切込砕石　t=318再生切込砕石　t=250

50
2
50

5
5

31
8

再生密粒度アスコン　t=55再生密粒度アスコン　t=50

歩　道　部(一般部)

歩 道（兼用小型車輌乗入部）２ｔ程度

再生砂　t=100

再生切込砕石　t=100

透水性アスコン t=40

※ 表層については、原則として、再生密粒度アスコン、再生細粒度アスコンとする。

設計ＣＢＲを３と仮定した場合の数値である。

その組成に合わせること。

※ 現地を掘削し、上記組成を満たしていない場合は上記組成で施工し、上記組成を超えて施工してある場合は、

※ 基層については、原則として、再生粗粒度アスコンとする。

※ 路盤については、原則として、再生粒度調整砕石（ＲＭ40）、再生切込砕石（ＲＣ40）とする。

※ 歩道乗入部、普通貨物、大型貨物自動車等は、別途協議すること。

※ 区画整理地内の道路組成については、別途協議すること。

（透水性アスコンの場合）
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十分に締め固めること

※ 掘削部についてはタンパ等で

掘削部分

Ｌ
Ｌ

または、道路にセンターラインがある場合

掘削部分

0.
5
m

0.
5
m

0
.
5
m

0
.
5m

ＬＣ

道路幅員６．５ｍ以上の場合

Ｗ

Ｗ

0.5m 0.5m

掘削部

Ｌ
Ｌ

掘削部分

0
.
5
m

0
.5
m

0.5m

ＬＣ

Ｗ

掘削部分

0.5m

ＬＣ

Ｗ

0.
5
m

0
.
5
m

Ｌ

Ｌ

片側掘削の場合

（Ａ，Ｂのどちらかの方法とする）

Ａ Ｂ

※ 但し、Ｌ＝Ｗ／４

※ 但し、Ｌ＝Ｗ／４

※ 但し、Ｌ＝Ｗ／４
※ 但し、Ｌ＝Ｗ／４

Ｌ

Ｌ

舗装復旧標準図

道路幅員６．５ｍ未満の場合

または、道路にセンターラインがない場合

歩  道
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本
復

旧
幅

（
影

響
幅

）

掘
削

幅

（
仮

復
旧

幅
）

（
影

響
幅

）

路
床

及
び

路
体

ア
ス

フ
ァ

ル
ト

舗
装

占
用

物
件

掘
削

幅

（
影
響

幅
）

（
影
響

幅
）

（
仮

復
旧

幅
）

本
復

旧
幅

0
.
5
m
以

上
0
.
5
m
以

上

0
.
5
m
以

上
0
.
5
m
以

上

下
層

路
盤

上
層

路
盤

掘 削 部

※
掘

削
部

に
つ

い
て

は
、

タ
ン

パ
等

で

十
分

に
締

め
固

め
る

こ
と

平
　

面
　

図
断

　
面

　
図

縦
断

占
用

等
舗

装
復

旧
標

準
図
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N
o.

1
No

.2
I
P
.1

No
.
5

No
.6

N
o.

7

N
o.

3

N
o
.4

IP
.
2

No
.0 E
P

既 存 道 路

開 発 道 路

※
開

発
道

路
に

お
い

て
、

2
0
m

間
隔

及
び

曲
が

り
部

分
に

測
点

を
付

す
こ

と
。

 

開
発

道
路

計
画

図
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開
発
道
路
縦
断
図
（
参
考
図
）

曲　線測　点短距離追加距離地盤高計画高切　土盛　土勾　配側溝天端高

側溝　敷高

側溝天端高

側溝　敷高

Ｒ側Ｌ側

D
L
=
0
.
0
0
0
m

5
.
0
0
0

1：
5
00

1：100

No.00.000

No.1

No.2

No.3

No.4

No.5

No.6

No.7

IP.1

IP.2

EP

5.700

6.000

20.000

20.000

20.000

20.000

20.000

11.700

14.300

0.000

20.000

40.000

51.700

60.000

80.000

94.300

100.000

120.000

140.000

146.000

8.300
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開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー 

 

 

（担当課：治水課） 
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●●中中川川・・綾綾瀬瀬川川流流域域水水害害対対策策計計画画にに基基づづくく基基準準●●  

 

①①面面積積要要件件  

 

５００㎡未満  各戸貯留（浸透）施設等を積極的に設置すること。 

５００㎡以上  

１０，０００㎡未満  

１０，０００㎡以上  埼玉県河川砂防課と協議をしてください。 

(700㎥/ha及び湛(たん)水実績に伴う湛(たん)水量を 

含めた調整池等を設置すること。） 

 

 

 

 

②②地地域域要要件件  

 

適用外地域の確認  加須市で定めた地域 

湛水想定図の確認  県作成のマップに色が塗ってあるところは浸透不可 

土地改良区の確認  排水の協議（同意）   ※地域により異なります 

 

 

 

③③計計算算等等    

 

施設設置条件等は異なりますが、考え方は埼玉県と同じ方法です。 

比浸透量は、雨水浸透施設技術指針[案]を参考にしてください。 

計算したもの、構造のわかるものを添付してください。 

 

 

 

＊問い合わせ先については、開発行為等を行う地域に依らず治水課までお願いします。 

 

 

加須市治水課           

TEL：０４８０－６２－１１１１  

・問い合わせ先 

埼玉県河川砂防課         

TEL：０４８－８３０－５１６２  

貯留 500㎥/ha（浸透 0.357㎥/ｓ/ha）に相当する

施設等を設置すること。 



①，②　埼玉県（河川砂防課）が作成した地図

③　加須市で定めている区域（溢水計画区域、内水ハザードマップ、冠水履歴等）

３へ

～　雨水流出抑制施設の設置に関する指導フロー　～

自己用住宅等

１へ

５００㎡未満 １ｈａ以上５００㎡以上
１ｈａ未満

面積要件

区画整理、工業団地
整備等により調整池
で雨水処理等対策済
み区域になります。

適用外区域
とは・・・　　

雨水対策
必要区域

適用外区域

５へ ６へ ７へ

確認方法

４へ

①
浸透可能区域
湛水外地域

②
湛水区域

③
溢水区域

地域要件

２へ

予定建築物の用途

例：専用住
宅、離れ、車
庫、物置等

自己用住宅
以外

例：分譲住
宅、長屋、工
場、倉庫等
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・原則、雨水計算は不要ですが、可能な限り雨水対策（浸透桝、トレンチ等）を実施してください。
・宅地内浸透による雨水処理。（湛水区域は浸透処理が可能。）・・・例１
・宅地内浸透後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は道路側溝へ放流。・・・例２
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
・雨水オーバーフロー管及び接続管の口径を７５ｍｍ以下に絞ってください。

（例１） （例２）

○ ○ ○ ◎

○ ○ ○ ○

○ 浸透桝 ○ 浸透桝 ◎ 雨水最終桝
雨水管
雨水接続管

・原則、雨水計算は不要ですが、可能な限り雨水対策（浸透桝、トレンチ等）を実施してください。
・宅地内浸透後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は道路側溝へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
・雨水オーバーフロー管及び接続管の口径を７５ｍｍ以下に絞ってください。

・埼玉県河川砂防課との協議が必要です。（埼玉県雨水流出抑制施設の設置等に関する条例に基づ

４．適用外区域の場合
（区画整理、工業団地等の整備により調整池が設けられている場合等）

・原則、雨水計算は不要ですが、可能な限り雨水対策（浸透桝、トレンチ等）を実施してください。
・宅地内浸透後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は道路側溝へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。

・最終桝に接続する雨水の排水（オーバーフロー）管については、最終枡から調整池までの流下能力を
　踏まえたうえで、適切な口径を設定してください。

～　次項に続きます。　～

１．予定建築物が自己用住宅等の場合

道
路

※７００㎥/ha及び湛(たん)水実績に伴う湛(たん)水量を含めた調整池等の設置が必要となります。

※区画整理及び工業団地整備等で各敷地内に雨水最終桝が設けられている場合は、敷地内浸透処理
　 後、最終桝に接続してください。（周辺の水路及び道路側溝への接続は不可です。）

２．敷地面積５００㎡未満の場合（１以外の用途）

３．敷地面積１ｈａ以上の場合（１以外の用途）

・開発予定地の周囲に加須市が管理する水路又は道路側溝が存在しない場合は、雨水オーバーフロー

どちらでも可

　く）

　管及び接続管の設置は不要ですが、雨水貯留浸透施設の規模の算出については、治水課にご相談く
　ださい

相談地 相談地

道
路

水
路

水
路

予定
建築物

予定
建築物
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５．湛水外区域の場合

・雨水計算が必要です。・・・「開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー」の計算例を参照。
※詳細については、治水課に事前にご相談ください。
・宅地内浸透後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は道路側溝へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
・雨水オーバーフロー管及び接続管の口径を７５ｍｍ以下に絞ってください。

※放流先が存在しない場合でも、雨水計算は必要になります。
※砕石貯留浸透施設に使用する砕石は単粒度とし、原則として再生品を使用することができません。
※例１、例２のように、持続的な貯留容量の確保が担保されない施設は、雨水計算に算入できません。

（例１）素掘りの流出抑制施設 （例２）素掘り後、砕石を入れるだけの流出抑制施設

６．湛水区域の場合

・雨水計算が必要です。・・・「開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー」の計算例を参照。
※詳細については、治水課に事前にご相談ください。
・宅地内浸透が不可のため、貯留施設に貯留後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は、道路側溝
　へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
※雨水貯留施設からの排水放流については、水路又は側溝からの逆流防止を考慮したうえで設置して
　 ください。
・宅地内浸透が不可なため、雨水の排水放流が必要になります。
・排水先の流下能力などを勘案し、オリフィス等で流量を調整したうえで放流してください。
・砕石貯留施設に使用する砕石は、原則として再生品を使用することができません。
※湛水区域内に雨水貯留施設を設置する場合は、システムパネル（砕石）を遮水シートで包み込むよう
　 に設置してください。

・雨水計算が必要です。・・・「開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー」の計算例を参照。
※詳細については、治水課に事前にご相談ください。
・宅地内浸透が不可のため、貯留施設に貯留後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は、道路側溝
　へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
※雨水貯留浸透施設からの排水放流については、水路又は側溝からの逆流防止を考慮したうえで設
　 置してください。
・雨水オーバーフロー管及び接続管の口径を７５ｍｍ以下に絞ってください。
・宅地内浸透が不可なため、雨水の排水放流が必要になります。
・排水先の流下能力などを勘案し、オリフィス等で流量を調整したうえで放流してください。
・砕石貯留浸透施設に使用する砕石は、原則として再生品を使用することができません。

～　次項に続きます。　～

７．溢水区域の場合

建築物
掘るだけ

建築物

・開発予定地の周囲に加須市が管理する水路又は道路側溝が存在しない場合は、雨水オーバーフロー
　管及び接続管の設置は不要ですが、雨水貯留浸透施設の規模を１．１〜１．２倍程度大きくしたものを
　設置してください。（雨水貯留浸透施設の規模の算出については、治水課にご相談ください。）

掘ったところに
砕石を入れる

【敷地面積が５００㎡以上１ｈａ未満の場合（１以外の用途）】

　

○○○○○○○○○○○

○

○○○○○○○○○○○
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（注）溢水区域は湛水区域とは違うため、例外的に浸透も認める場合があります。
・雨水計算が必要です。・・・「開発行為等に係る雨水流出抑制施設設置指導フロー」の計算例を参照。
・雨水貯留浸透施設を設置する場合、施設の規模を１．１〜１．２倍程度大きくしたものを設置してくだ
　さい。（雨水貯留浸透施設の規模の算出については、治水課にご相談ください。）
・宅地内で浸透処理後、オーバーフロー分を加須市管理水路又は、道路側溝へ放流してください。
※市の管理水路に雨水を放流する場合は、事前に法定外公共物使用許可の取得が必要になります。
※雨水貯留浸透施設からの排水放流については、水路又は側溝からの逆流防止を考慮したうえで設
　 置してください。
・雨水オーバーフロー管及び接続管の口径を７５ｍｍ以下に絞ってください。
・排水先の流下能力などを勘案し、オリフィス等で流量を調整したうえで放流してください。
・砕石貯留浸透施設に使用する砕石は、原則として再生品を使用することができません。

　をまとめた資料になります。そのため、個別具体の案件に対しては指導内容が異なる場合があり

　ますので、雨水抑制対策の詳細につきましては、事前に治水課にご相談ください。

８．使用上の注意について
・本書は、開発行為に伴う代表的な事例を参考として雨水流出抑制対策に関する一般的な指導内容

７．溢水区域の場合（前項の続き）
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○施設設計条件 

 

①地域別調整容量  ５００㎥／ｈａ（０．３５７㎥／ｓｅｃ／ｈａ） 

②土壌の飽和透水係数は現場透水試験を実施し求める。なお、標準値として 

４．０×１０－３ｃｍ／ｓｅｃを使用してもよい。 

③最大比流量    ０．０５㎥／ｓｅｃ／ｈａ 

 

計算例（浸透施設と貯留施設併用） 

①必要調整容量を求める（㎥/sec） 

Ｑ１＝ 0.357 ㎥/sec/ha × 開発区域の面積（ha）＝ 必要調整容量 ㎥/sec 

②雨水浸透施設効果量の算定（㎥/sec） 

Ｑ２＝ 1／3600 × Ｎ（浸透施設のｍ、個数あるいは㎡） × Ｋｆ × ｋＯ 

※ポイント！ １秒間あたりに変換するため 3,600 秒で割る。（１Ｈ＝３６００sec） 

Ｋｆ：設置施設の比浸透量（㎡） 

※ポイント！ 比浸透量の算出については、雨水浸透施設技術指針（案）調査・計画編 社団法人雨水貯

留浸透技術協会編を参考とする 

ｋＯ：飽和透水係数 4.0×10－３（cm／sec）を単位換算 → 0.144 （m／hr） 

③雨水貯留施設必要対策量(Ｑ)＝必要調整容量(Ｑ１)－雨水浸透施設効果量(Ｑ２) 

※ポイント！ Q２が Q１を上回れば浸透のみで対策量をクリアできる。 

④雨水貯留施設必要対策量に見合う開発面積＝雨水貯留施設必要対策量(Ｑ)÷0.357 

※ポイント！ 貯留分に必要な面積を求める。 

⑤雨水貯留施設必要調整容量＝500㎥/ha×雨水貯留施設必要対策量に見合う開発面積 

 ※ポイント！ 貯留施設のみの場合はここから計算をする。 

⑥雨水貯留施設の容量計算＝H×W×L×空隙率 

 

⑦必要調整容量＜雨水貯留施設・・・ＯＫ 

 

放流断面（オリフィス断面）の算定 

①放流量（Ｑ３）＝0.05㎥/sec/ha×開発区域の面積（ha） 

②放流断面積（ａ）＝Q3／（C√2gh） 

Ｃ：流量係数（０．６） 

ｇ：重力加速度（９．８） 

ｈ：ＨＷＬからオリフィス中心までの水深 

③円形オリフィスの場合 

ａ＝πＤ２／４ から Ｄ＝√４×ａ／π 
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計算例 システムパネル（貯留浸透施設として使用）開発面積 1000㎡の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

①必要調整容量を求める 

Ｑ１＝ 0.357 ㎥/sec/ha × 0.1（ha）＝ 0.0357 ㎥/sec 

②雨水浸透施設効果量の算定 

Ｑ２＝ 1／3600 × 20m × 7.327 × 0.144＝ 0.00586 ㎥/sec 

Ｋｆ：設置施設の比浸透量（㎡） aH+b= 3.093×1.5 + 1.34×1.5+0.677= 7.327 

（浸透側溝および浸透トレンチとして計算） 

比浸透量の算出については、雨水浸透施設技術指針（案）調査・計画編 社団法人雨水貯留浸透技術協会編を参考とする。 

ｋＯ：飽和透水係数 4.0×10－３（cm／sec）を単位換算 → 0.144 （m／hr） 

③雨水貯留施設必要対策量(Q)＝必要調整容量(Q1)－雨水浸透施設効果量(Q2) 

Q= 0.0357 - 0.00586 = 0.02984 ㎥/sec 

Q１>Q2 ＮＧ 

④雨水貯留施設必要対策量に見合う開発面積＝Q÷0.357 

0.02984 ÷ 0.357 = 0.083585ha 

⑤雨水貯留施設必要調整容量＝500㎥/ha×雨水貯留施設必要対策量に見合う開発面積 

500 × 0.083585 = 41.79㎥ 

⑥システムパネルの容量（空隙率 95％の場合） 

HWL = 1.5 × 1.5 × 20 × 0.95 = 42.75 ㎥ 

⑦必要調整容量＜システムパネルの容量 

41.79＜42.75・・・・・ＯＫ 

 

放流断面（オリフィス断面）の算定 

①放流量（Ｑ３）＝0.05㎥/sec/ha×開発区域の面積（ha） 

Q = 0.05 × 0.1 = 0.005 ㎥／sec 

②放流断面積（ａ）＝Q3／（C√2gh） 

a= 0.005 ／ （0.6×√2×9.8×1.3） ＝ 0.00165 ㎡ 

③円形オリフィスの場合（ａ）＝πＤ２／４ 

D= √4×a/π ＝ 0.045 ｍ = 45mm 

 

よって、口径は 45mm 以下とする  



　単位空隙貯留量は各浸透施設の砕石部の空隙貯留量と桝あるいは浸透管などの貯留
　される本体貯留量を加えて求める。砕石空隙部の貯留量は、用いる砕石の大きさによ
　るが一般的には40％程度の空隙量を見込める。

・単位空隙貯留量
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[参考資料]

各種浸透施設の比浸透量[ＫｆおよびＫｆ値(㎡)]算定式 
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●●特特定定都都市市河河川川浸浸水水被被害害対対策策法法第第３３００条条にに基基づづくく基基準準●●  

 

①①  面面積積要要件件  

 

 

１０００㎡以上  

１０，０００㎡未満  

１０，０００㎡以上  埼玉県河川砂防課と協議をしてください。 

 

 

 

②②  地地域域要要件件  

 

適用外地域の確認  北川辺地域について、特定都市河川浸水被害対策法第３０条

の適用外地域となります。 

湛水想定図の確認  県作成のマップに色が塗ってあるところは浸透不可 

土地改良区の確認  排水の協議（同意）   ※地域により異なります。 

 

 

 

③③  計計算算等等    

 

調整池容量計算システム及び審査マニュアルについては、加須市ホームページを

参照してください。 

 

 

 

 

＊特定都市河川浸水被害対策法第３０条の許可の要否について、加須市ホームページの雨水浸透阻害行為

等の許可に関する事務手続きフローを参照し、相談票の提出をお願いします。 

 

 

 

                     加須市治水課           

TEL：０４８０－６２－１１１１  

・問い合わせ先 

埼玉県河川砂防課         

TEL：０４８－８３０－５１６２  

雨水浸透阻害行為前後の流出雨水量を比較し、増加分を

貯留施設や浸透施設等で対策してください。 
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開発行為等に係る公園設置標準図 

（担当課：道路公園課） 
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開発行為等に係るごみ集積所の取扱い 

開発行為等に係るごみ集積所標準図 

（担当課：資源リサイクル課） 



開発行為等に係る「ごみ集積所」の取扱い 

燃やすごみ集積所の設置 

【計画戸数８戸以上】 
 加須市住みよいまちづくり指導要綱第１８条（ごみ集積所）のとおり、１戸当り０．２㎡以上の

集積所を設置してください。 

 

 

【計画戸数８戸未満】 
　集積所を任意に設置する場合は【計画戸数８戸以上】の例に準じてください。 

　また、既存の集積所を利用する場合は、集積所の設置・管理を行っている各自治会（自治会

長・区長）と事前に協議してください。 

燃やさないごみ集積所の設置 

【計画戸数３０戸以上】 
 １戸当り０．３㎡以上の不燃ごみ集積所を、別紙「燃やさないごみ集積所標準図」に沿って設置

してください。 

集積所の新設・使用開始 

 本市では、ごみ収集に係る集積所の維持・管理は自治会の役割分担とし、新設・使用開始につい

ても自治会（会長・区長）から市に連絡されるシステムになっています。 

 このため、開発行為等により集積所を設置する場合は、当該地区の自治会（会長・区長）と事前

に協議するとともに、使用開始日の１週間前までに自治会（会長・区長）へ連絡してください。 

集積所の構造等 

 集積所の構造は別紙「燃やすごみ集積所標準図」に沿った構造とするとともに、次の

点に注意してください。 

○集積所は交差点から５ｍ以内に設置しないよう検討してください。

○集積所の床面に勾配をつける等、環境衛生に適した構造を検討してください。

○原則、ごみ収納かご又は高耐久性ごみ箱を設置してください。

○市が必要と判断した場合は、鳥獣被害防止のためのネット(フックを含む)を設置
してください。

加須市の一般廃棄物処理に係る役割分担 

市 民 ： 排出ルールを遵守した分別排出等への協力 

自治会 ： 家庭ごみ集積所の設置・管理 

  市  ： 自治会が設置した集積所の収集運搬及び適正処理 
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500 コンクリート 強度21N/mm2以上

再生切込砕石　t=100

コンクリート 強度18N/mm2以上 t=100

燃やすごみ集積所標準図 

【燃やすごみ集積所の構造】 
・ 集積所の敷地には、厚さ 10cm 以上の砕石基礎（再生切込砕石 40-0）を設けた上に厚さ 10cm

のコンクリート（設計強度18N/mm2 以上）を施して床面を設けること。なお、床面は道路に
向かって 1.0％の下り勾配を設け、適切に排水できる構造とすること。 

・ 集積所の外周は、ブロック５段積（鉄筋入り）又は現場打ちで囲うこと。
・ 市が必要と判断した場合は、鳥獣被害防止のためのネット(フックを含む)を設置すること。
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燃やさないごみ集積所標準図 

【燃やさないごみ集積所の構造】 

・ 集積所の外周は、門扉付のフェンスで囲うこと。なお、門扉の設置位置については別途協議

すること。

・ フェンスの主要材料は、溶融亜鉛めっき鋼材とすること。

・ 集積所の、厚さ 10cm以上の砕石基礎（再生切込砕石 40-0）を設けた上に厚さ 10cmのコンク

リート（設計強度18N/mm2 以上）を施して床面を設けること。なお、床面は道路に向かって

1.0％の下り勾配を設け、適切に排水できる構造とすること。

・ 門扉は、幅 1.8ｍから 2.0ｍ程度の両開きとし、施錠可能な構造とすること。

燃やさないごみ集積所標準平面図 

  （S=1/60） 

燃やさないごみ集積所標準立面図 

  （S=1/30） 
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開発行為等に係る防犯施設 

及び交通安全施設に関する協議書 

（担当課：交通防犯課） 



　申請者　 　と管理者加須市は

加須市　 　の開発行為につい
て、設置される防犯施設及び交通安全施設に関し、次のとおり協議しました。

１　新たに設置される公共施設

施設名 数量

注　 日本工業規格に適合していること。

・ 防犯灯の設置場所、数量については、予定場所、予定数量を記入すること。

・

・ 設置する灯具は１０ｗ相当のＬＥＤ灯とし、電柱共架又は鋼管柱により設

置すること。

・ 防犯灯（ＬＥＤ）・交通安全施設の設置について、土地利用計画図に必ず

記入すること。

２　寄付採納について
・ 完成した当該施設は完了確認を経て東京電力使用申請書と工事完成記録

を提出し寄付採納するものとする。
３　瑕疵担保について

・ 寄付採納を受けた施設に瑕疵があった場合の補修等について、寄付採納
を受けた日から１年間は申請者が行うものとする。

４　防犯施設（防犯灯）に関する特記事項

・ 防犯灯の設置場所について地元自治会に報告をおこなうこと。

自治会名

代表者名

電柱の建柱位置が決定次第、必要に応じて設置位置の変更協議を行うこと。

当該開発行為に係る防犯灯（ＬＥＤ）の設置場所について報告を受けました。

道路反射鏡

その他

　年　　月　　日

申 請 者 住 所　
　 氏 名　

記

形　　式設置地番 摘　　要

開発行為等に係る防犯施設及び交通安全施設に関する協議書

　 氏 名　  加須市長 

管 理 者 住 所 　加須市三俣二丁目１番地１

防 犯 灯
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開発行為等に係る補強コンクリートブロック造 

擁壁標準図 

（担当課：建築開発課） 



補強コンクリートブロック造擁壁　標準図

ブロック３段積（控壁なし）

ブロック５段積（控壁＠４．０ｍ）

※開発許可申請等の際に適用する。

※水抜き穴は、隣地への影響等を考慮し必要に
応じて設置すること。

※鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋に

あっては壁頂の横筋にかぎかけし、かつ、

その径の40倍以上基礎に定着すること。

また、横筋にあってはこれらの縦筋に、それ

ぞれかぎかけすること。

※鉄筋の末端は、かぎ状に折り曲げて、縦筋に

あっては壁頂の横筋にかぎかけし、かつ、

その径の40倍以上基礎に定着すること。

また、横筋にあってはこれらの縦筋に、それ

ぞれかぎかけすること。

※隣地との高低差は１ｍを超えないこと。

※４段積は５段積に準じることとする。

※水抜き穴は、隣地への影響等を考慮し必要に
応じて設置すること。

※開発許可申請等の際に適用する。
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開発行為等に係る分譲住宅の路地状敷地の 

取り扱い 

 

 
（担当課：建築開発課） 
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